
○
総
務
省
令
第
八
十
一
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の

二
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
六
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
設
備
規
則
及
び
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

無
線
設
備
規
則
及
び
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
人
体
頭
部
」
を
「
人
体
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
人
体
頭
部
に
お
け
る
」
を

「
前
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
（
電
磁
界
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ

て
任
意
の
生
体
組
織
一
〇
グ
ラ
ム
が
任
意
の
六
分
間
に
吸
収
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
〇
グ
ラ
ム
で
除
し
、
さ
ら
に
六
分
で
除



し
て
得
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え

る
。

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
（
対
地

静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面
上
に
円
軌
道
を
有
し
、
か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し
て
地
球
の
自
転
と
同
一
の
方
向
及

び
周
期
で
回
転
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
人
工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
開
設
す
る
人
工

衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯

移
動
地
球
局
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
無
線
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
対
象
無
線
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
電
波
（
対
象
無
線
設
備
又

は
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
同
時
に
複
数
の
電

波
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
複
数
電
波
」
と
い
う
。
）
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
複
数
電
波
）

の
人
体
（
頭
部
及
び
両
手
を
除
く
。
）
に
お
け
る
比
吸
収
率
（
電
磁
界
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
任
意
の
生
体
組
織

一
〇
グ
ラ
ム
が
任
意
の
六
分
間
に
吸
収
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
〇
グ
ラ
ム
で
除
し
、
更
に
六
分
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
二
ワ
ッ
ト
（
四
肢
に
あ
つ
て
は
、
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
四
ワ
ッ
ト
）
以
下



と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

対
象
無
線
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
電
波
の
平
均
電
力
（
複
数
電
波
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
機
能
に
よ
り
発
射
さ
れ
る
複
数
の
電
波
の
平
均
電
力
の
和
に
相
当
す
る
電
力
）
が
二
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線

設
備

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
十
八
第
一
号
中
「
（
地
球
の
赤
道
面
上
に
円
軌
道
を
有
し
、
か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し
て
地
球
の

自
転
と
同
一
の
方
向
及
び
周
期
で
回
転
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
（
対
地
静

止
衛
星
以
外
の
人
工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
も



の
」
を
「
特
定
無
線
設
備
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

適
合
表
示
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二

適
合
表
示
無
線
設
備
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
特
定
無
線
設
備

三

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無
線
設
備

が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

第
六
条
第
四
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
三
項
各
号
」
を
「
次
の
各
号
」
に
、
「
工
事
設
計
（
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と

の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
関
し
変
更
を
行
つ
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
」
を
「
特
定
無
線
設
備
」
に
改
め

、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

適
合
表
示
無
線
設
備
の
工
事
設
計
（
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
関
し
変
更
を

行
つ
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無
線
設
備



が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

第
十
七
条
第
四
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
又
は
当
該
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
行
つ

た
も
の
」
を
「
特
定
無
線
設
備
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

適
合
表
示
無
線
設
備
（
法
第
三
十
八
条
の
三
十
五
の
規
定
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
三
十
三
条
第
三
項
各
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二

適
合
表
示
無
線
設
備
に
つ
い
て
変
更
の
工
事
を
行
つ
た
も
の

三

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無
線
設
備

が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

第
二
十
五
条
第
四
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
三
項
各
号
」
を
「
次
の
各
号
」
に
、
「
工
事
設
計
（
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ



と
の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
関
し
変
更
を
行
つ
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備
」
を
「
特
定
無
線
設
備
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

適
合
表
示
無
線
設
備
の
工
事
設
計
（
当
該
工
事
設
計
に
合
致
す
る
こ
と
の
確
認
の
方
法
を
含
む
。
）
に
関
し
変
更
を

行
つ
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定
無
線
設
備

二

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
筐
体
内
に
適
合
表
示
無
線
設
備

が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の

第
三
十
三
条
第
四
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
三
十
九
条
第
十
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

「

「

「

「

「

「

第

第

第

第

第

二

二

二

二

二

条

条

条

条

条

第

第

第

第

第

一

一

一

一

一



項

項

項

項

項

第

第

第

第

第

十

十

十

十

四

号

号

一

一

十

の

の

号

号

九

無

無

の

の

号

線

線

十

十

の

設

設

三

三

無

備

備

の

の

線

無

無

設

線

線

備

設

設

備

備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



○

○

注

注

15

15

○

○

○

○

○

注

注

注

注

注

17

17

17

17

17

○

○

○

注

注

注

16

16

21



○

○

注

注

18

18

別
表
第
一
号
一

ア
の
表
中

○

を

○

に
、

○

を

○

に
、

○

を

(3)



」

」

」

」

」

「

「

第

第

第

二

二

二

条

条

条

第

第

第

一

一

一

項

項

項

第

第

第

四

五

五

十

十

十

九

三

三

号

号

号

の

の

の

無

無

無



線

線

線

設

設

設

備

備

備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

注

注

15

15



に
、

を

に
改
め
、
同
表
注

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

15

○

○

○

注

注

注

17

17

17

○

○

○

注

注

注

21

21

21

○

○

○





」

」

」

設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

15別
表
第
二
号
第
一
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
第
一
注

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６
添

付
図

面
６

添
付

図
面

等

10

。

1
0

５
の

欄
は

次
に

よ
る

こ
と

、

設
備

規
則

第
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

人
体

に
お

け
る

比
吸

収
率

の
許

容
値

に
関

す
る

技
術

基
準

に
係

(
1
)

1
4

。

る
無

線
設

備
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、

１
の

欄
か

ら
４

の
欄

ま
で

の
記

載
事

項
以

外
の

工
事

設
計

に
つ

い
て

電
波

法
第

３
章

に
規

定
す

る
技

術
基

準
(
2
)に

適
合

し
て

い
る

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。

別
表
第
二
号
第
一
注

中
「

」
を
「

1
4

」
に
改
め
、
同

人
体

頭
部

設
備

規
則

第
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

人
体

頭
部

11
(4)

注

中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

(4)

(5)

(3)

設
備

規
則

第
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

人
体

に
お

け
る

比
吸

収
率

の
許

容
値

に
関

す
る

技
術

基
準

に
係

(
4
)

1
4

る
無

線
設

備
に

つ
い

て
は

当
該

無
線

設
備

を
通

常
使

用
す

る
場

合
に

お
け

る
筐

体
に

つ
い

て
記

し
た

図
面

、
、



送
信

空
中

線
と

人
体

と
の

距
離

が
セ

ン
チ

メ
ト

ル
以

内
と

な
る

状
態

で
通

常
使

用
す

る
場

合
に

お
け

る
無

2
0

ー

線
設

備
と

人
体

と
の

位
置

関
係

に
つ

い
て

記
し

た
資

料
並

び
に

空
中

線
そ

の
他

の
当

該
技

術
基

準
の

測
定

に
係

る
も

の
の

構
造

及
び

位
置

を
記

し
た

図
面

を
添

付
し

設
備

規
則

第
条

の
２

第
１

項
の

同
一

の
筐

体
に

収
め

1
4

、

ら
れ

た
他

の
無

線
設

備
が

あ
る

と
き

は
当

該
他

の
無

線
設

備
の

空
中

線
の

構
造

及
び

位
置

を
記

し
た

図
面

並
、

び
に

工
事

設
計

通
信

方
式

送
信

機
及

び
空

中
線

に
係

る
部

分
に

限
る

を
記

載
し

た
資

料
を

添
付

す
る

（

）

、
。

こ
と

。

別
表
第
二
号
第
五
中
「1

0

」
を
「1

0

」
に
改
め
、
同
表
第
五
注

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付

図
面

添
付

図
面

等

15

９
の

欄
は

次
に

よ
る

こ
と

1
5

、
。

設
備

規
則

第
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

人
体

に
お

け
る

比
吸

収
率

の
許

容
値

に
関

す
る

技
術

基
準

に
係

(
1
)

1
4

。

る
無

線
設

備
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

、

１
の

欄
か

ら
８

の
欄

ま
で

の
記

載
事

項
以

外
の

工
事

設
計

に
つ

い
て

電
波

法
第

３
章

に
規

定
す

る
技

術
基

準
(
2
)に

適
合

し
て

い
る

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。

別
表
第
二
号
第
五
注

中
「

」
を
「

1
4

」
に
改
め
、
同

人
体

頭
部

設
備

規
則

第
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

人
体

頭
部

16
(3)



注

中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

(3)

(4)

(2)

設
備

規
則

第
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

人
体

に
お

け
る

比
吸

収
率

の
許

容
値

に
関

す
る

技
術

基
準

に
係

(
3
)

1
4

る
無

線
設

備
に

つ
い

て
は

当
該

無
線

設
備

を
通

常
使

用
す

る
場

合
に

お
け

る
筐

体
に

つ
い

て
記

し
た

図
面

、
、

送
信

空
中

線
と

人
体

と
の

距
離

が
セ

ン
チ

メ
ト

ル
以

内
と

な
る

状
態

で
通

常
使

用
す

る
場

合
に

お
け

る
無

2
0

ー

線
設

備
と

人
体

と
の

位
置

関
係

に
つ

い
て

記
し

た
資

料
並

び
に

空
中

線
そ

の
他

の
当

該
技

術
基

準
の

測
定

に
係

る
も

の
の

構
造

及
び

位
置

を
記

し
た

図
面

を
添

付
し

設
備

規
則

第
条

の
２

第
１

項
の

同
一

の
筐

体
に

収
め

1
4

、

ら
れ

た
他

の
無

線
設

備
が

あ
る

と
き

は
当

該
他

の
無

線
設

備
の

空
中

線
の

構
造

及
び

位
置

を
記

し
た

図
面

並
、

び
に

工
事

設
計

通
信

方
式

送
信

機
及

び
空

中
線

に
係

る
部

分
に

限
る

を
記

載
し

た
資

料
を

添
付

す
る

（

）

、
。

こ
と

。

「

「

技
術

基
準

適
設

備
規

則
第

条
の

技
術

基
準

適
1
4

合
証

明
を

し
２

第
１

項
の

規
定

が
合

証
明

を
し

た
年

月
日

適
用

さ
れ

る
無

線
設

た
年

月
日

備
で

あ
る

場
合

に
は

様
式
第
五
号
１
の
表
中

を

に
改
め
、
同
様
式
２
の
表
中

そ
の

旨
、



」

」

「

「

工
事

設
計

認
設

備
規

則
第

条
の

工
事

設
計

認
1
4

証
を

し
た

年
２

第
１

項
の

規
定

が
証

を
し

た
年

月
日

適
用

さ
れ

る
無

線
設

月
日

備
で

あ
る

場
合

に
は
を

に
改
め
る
。

そ
の

旨
、

」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸



上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ

り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局

及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は

、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム

の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
、

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
又
は
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ

ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等

」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ

ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局

、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
又
は
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン



マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規

則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
っ
た
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
適
用
を
受
け
た
工
事
設
計
認
証
に
係
る
認
証
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た
こ
と
に
よ

り
証
明
規
則
様
式
第
七
号
注
五

後
段
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
な
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
無
線
設
備
に

(2)

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
当
該
新
た
な
工
事

設
計
認
証
を
し
た
日
以
後
に
当
該
特
定
無
線
設
備
に
係
る
認
証
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た
こ
と

に
よ
り
証
明
規
則
様
式
第
七
号
注
五

後
段
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
な
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
無
線
設

(2)

備
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

６

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
け
出
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス

テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合

自
己
確
認
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。


